
　地震はまさかの時にやってきて、尊い人命や財産が一瞬にして
失われてしまいます。今後高い確率で発生が予想されている東南
海・南海地震などに備え、対策を講じておくことが大切です。
　池田市では、地震に対する安全性の向上を図るため、建物の安
全性を確認する耐震診断費用の補助を行っています。

●補助内容

対
象
建
築
物

●昭和５６年５月３１日以前の
　木造住宅以外の住宅

上限　２万５千円／戸
●１００万円／棟以内

●補助対象者
　市内に対象建築物または対象住宅をお持ちの方（市税を滞納していないこと）

●耐震診断を行う技術者
　耐震診断は耐震診断・改修講習会（木造については原則、平成24年度以降に開催された講習
　会に限る。）を受講した建築士によるものとします。

●耐震診断補助の必要書類

補
助
額

　　耐震技術者の
      紹介が必要な
      場合

～池田市特定建築物等耐震診断補助のご案内～

●耐震診断・改修技術者紹介依頼書
●付近見取図

※補助金のうち１,０００円未満の端数があるときは、切り捨てた額とします。

上限　１００万円／棟

●特定建築物等
※特定既存耐震不適格建築物（耐震改修促進法に定める病
　院や学校などの多数の方が利用する施設のうち一定規模
　以上の建築物）及びアーケード

特定建築物等耐震診断補助制度 住宅耐震診断補助制度

●下記により算出した費用の１／２以内

　　面積１,０００㎡以内の部分：                        ２,０6０円/㎡以内
　　面積１,０００㎡超えて２,０００㎡以内の部分：１,５4０円/㎡以内
　　面積２,０００㎡を超える部分：                      １,03０円/㎡以内

補助金の請求時
●補助金請求書（様式第１１号）
●口座振込依頼書

●補助金交付申請書（様式第１号）
●対象物件の築年次・構造などがわかる書類
（例：建築確認済証、納税通知書など）
●耐震診断費用の見積書の写し
●耐震診断・改修講習修了証の写し（耐震診断技術者）
●市が納税状況を確認することについての同意書（様式第２号）
●その他市長が必要と認める書類

補助金交付申請時

着手時

●完了報告書（様式第９号）
●耐震診断結果報告書
●耐震診断費用支払いの領収書の写し
●その他市長が必要と認める書類

完了報告時

●着手届（様式第５号）

平成２６年度

（お問い合せ先）池田市都市建設部審査課

　　　　　　　　TEL:０７２－７５４－６３３９
　　　　　　　　E-mail:shinsa@city.ikeda.osaka.jp



●補助金交付手続きの流れ

※特定建築物とは耐震改

耐震診断の相談

補助金の請求

補助金確定通知

補助金交付決定補助金交付決定通知

補助金交付申請

受理・審査

池田市申請者

・補助要件に適合しているかどうか相談して下さい。

・耐震診断技術者の紹介を希望される方は
　「耐震診断・改修技術者紹介依頼書」を提出し
　て下さい。

・補助の対象となる場合、「補助金交付申請時の
　必要書類」を提出して下さい。

・「補助金の請求時の必要書類」を提出して下さい。

受理・審査

補助金の振込み

補助金確定

受理

受理

受理

耐震診断の完了報告

・「完了報告時の必要書類」を提出して下さい。

耐震診断の実施

・耐震診断を実施して下さい。
・耐震診断終了後、耐震診断技術者から
　「耐震診断結果報告書」を受取るとともに、
　耐震診断費用を全額お支払い下さい。

・補助金交付決定の通知後、「着手届」を提出し
　て下さい。


